
松代小学校「不祥事根絶に向けて」 

 

松代小学校では、子どもたちの安心・安全な学校づくりのために、教職員一人一人が次の 

５点を遵守し、不祥事根絶に向けた取組を徹底します。 

 

１．体罰や不適切な指導の根絶に向けた取組 

・身体に対する侵害及び肉体的苦痛を与える行為を行わないこと 

・児童の尊厳やプライバシーを損なうような暴言や行為を行わないこと 

・閉鎖された空間での1対1での生徒指導を行わないこと 

 

２．個人情報漏洩や紛失等の防止に向けた取組 

・日頃から教室や職員室の机上を整理し、情報管理の徹底を図ること 

・個人情報に関する書類や電子データを無許可で学校外に持ち出さないこと  

 

３．公金等の不正処理等の根絶に向けた取組 

・学校徴収金を取り扱う際は、複数の教職員でチェックすること 

・学校徴収金の管理職による定期的な検査や外部の者による監査を実施すること 

 

４．盗撮やわいせつ行為等の根絶に向けた取組 

・授業や学校行事等において、個人所有のスマートフォンやタブレット等を用いて児童の姿を

撮影しないこと 

・児童や保護者と私的なメールやＳＮＳ等のやり取りをしないこと 

・トイレや更衣室を含めた校舎内の安全点検を複数人で行うこと 

 

５．飲酒運転の根絶に向けた取組 

・飲酒する場合は、自家用車を使用せず、家族の送迎や公共交通・タクシー等を利用すること 

・飲酒後、十分な時間を置かずに運転することは絶対にしないこと 

・宴席等に飲酒をしない前提で自家用車を使用した教職員に対し、飲酒をすすめないこと 
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